
 

 

令和７年第９回行方市教育委員会定例会 

 

○開催日時  令和７年９月 25 日(木) 午前８時 58分～午前 10時 45 分 

 

○開催場所  行方市役所 北浦庁舎２階 第２会議室 

 

○出席委員    教育長        柏葉 伸一郎 

         委 員        大﨑 あい子 

         委 員        明石 延之 

         委 員        小野口 和章 

 

○事務局出席者  教育部長           大野 秀喜 

学校教育課長         森作 保繁 

生涯学習課長         大場 正浩 

         スポーツ推進室長       鈴木 喜政 

         学校教育課指導室長      石川 英樹 

         学校教育課課長補佐      六笠 優子 

 

 

【日程第１】 議事録署名委員の指名 

 

 

【日程第２】 

公 開 議案第37号 令和７年度行方市一般会計教育費補正予算(第４号)(市議会提出議案)に同意す

ることについて                     （学校教育課） 

議案第 38号 行方市教育支援委員会規則の一部を改正する規則について  （学校教育課） 

議案第 39号 行方市特別支援教育就学奨励費交付規則の一部改正について （学校教育課） 

議案第 40号 行方市特別支援教育支援員規程の一部を改正する訓令について（学校教育課） 

 

 

【日程第３】 教育委員会事務委任規則第２条各号以外の報告 

非公開 報告番号１ 就学援助費支給児童生徒の認定について           （学校教育課） 

非公開 報告番号２ 特別支援教育就学援助費の認定について           （学校教育課） 

非公開 報告番号３ 教育支援センター入室承諾について             （学校教育課） 



非公開 報告番号４ 区域外就学児童生徒の認定について             （学校教育課） 

非公開 報告番号５ 就学児童生徒の指定校変更について             （学校教育課） 

非公開 報告番号６ 不登校児童生徒について                    （指導室） 

非公開 報告番号７ いじめについて                        （指導室） 

非公開 報告番号８ 行方市立小中学校教職員の働き方改革について          （指導室） 

公 開 報告番号９ 教育委員会重点事業年間管理表について             （指導室） 

（学校教育課） 

（生涯学習課） 

（スポーツ推進室） 

公 開 報告番号 10 その他 

 

 

【日程第４】 その他 

(1) 次回教育委員会定例会の開催について 

(2) その他 

 



○議 事 録 

 

開 会 

  教育長から開会の宣言がなされました。 

 

 

【日程第１】 議事録署名委員の指名 

 

（教育長） 行方市教育委員会会議規則第 14 条第２項の規定により，議事録署名委員に大﨑委員を指

名します。 

 

 

【日程第２】 

 

≪公 開≫ 

議案第37号 令和７年度行方市一般会計教育費補正予算(第４号)(市議会提出議案)に同意することに

ついて 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 

 

※議案第 37 号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

議案第 38号 行方市教育支援委員会規則の一部を改正する規則について 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 

 

※議案第 38 号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

議案第 39号 行方市特別支援教育就学奨励費交付規則の一部改正について 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 



 

※議案第 39 号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

議案第 40号 行方市特別支援教育支援員規程の一部を改正する訓令について 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 

 

※議案第 40 号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

【日程第３】 教育委員会事務委任規則第２条各号以外の報告 

 

≪非公開≫ 

 報告番号１ 就学援助費支給児童生徒の認定について 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

明石委員 

 

森作課長 

 

 

 

番号 1番で，生活保護が廃止になったためとありますが，この「廃止」とはどうい

う状況を指すものですか。 

本市社会福祉課の生活保護グループが担当しておりまして，このご家庭が生活保護

に該当するための収入条件を超えたため，生活保護は非該当となりました。しかし，

就学援助費の支給要件は満たしているため，要保護から準要保護へ切り替わったもの

です。 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号２ 特別支援教育就学援助費の認定について 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号３ 教育支援センター入室承諾について 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 



 

 

≪非公開≫ 

 報告番号４ 区域外就学児童生徒の認定について 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

大﨑委員 

 

森作課長 

 

 

 

区域外就学は、指定校よりも通学距離が近いという理由だけで認められるものです

か。 

文科省の通知等には明確な根拠がありませんので，通学距離など，保護者との協議

によります。本市では，例えば旧羽生小学校が現在の玉造小学校に統合された後も，

小美玉市の小川南中学校へ区域外就学しているケースがあり，現在も小学校３年生が

１人、４年生が１人、５年生が１人となっております。ほかにも，子どもの将来を見

据えた保護者の意向による場合もあります。 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号５ 就学児童生徒の指定校変更について 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号６ 不登校児童生徒について 

 

（指導室長） 資料に基づき，報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号７ いじめについて 

 

（指導室長） 資料に基づき，報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号８ 行方市立小中学校教職員の働き方改革について 

 

（指導室長） 資料に基づき，報告説明 



 

 

≪公 開≫ 

 報告番号９ 教育委員会重点事業年間管理表について 

 

（指導室長） 資料に基づき，報告説明 

 

 （学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

 

（生涯学習課長） 資料に基づき，報告説明 

 

（スポーツ推進室長） 資料に基づき，報告説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

小野口委員 

鈴木室長 

 

 

小野口委員 

 

 

鈴木室長 

 

大﨑委員 

 

 

森作課長 

 

 

 

大﨑委員 

石川室長 

 

 

 

 

 

クラブ化ということで，完全にクラブとして立ち上げるということですか。 

現在は月２回，第１・第３週目の休日のみの活動となっておりまして，まだ平日と

第２・第４週目の休日は部活動ということで活動しております。また，大会の方につ

いても，地域クラブの方でなく，中学校の方で出場しております。 

今後，クラブ化になっていくとすると，行方市から外れて純粋なクラブとして動い

ていくのか，行方市のバックボーンをもってクラブとしてやっていくのか，今後につ

いてはどのように考えていますか。 

過渡期ですので，まだ決まっていないことも多いですが，今のところは行方市がバ

ックについてやっていくような流れとなっております。 

先日８月６日に実施された体験型英語学習事業の様子が，市ホームページに掲載さ

れていていたので，素晴らしいことだと思いました。ＳＮＳで色々な写真や感想が記

載されていますが，それをどれだけの市民が見ているのかをお聞きしたいです。 

どれだけの市民が見ているかの回答は難しいですが，本市政策秘書課の満足度調査

によりますと，市報やホームページ，市公式ＬＩＮＥで情報を得る市民が多いようで

す。まずは市報で紹介し，市ホームページにも掲載できるよう現在準備中です。なめ

テレなどでも紹介したいと思います。 

全国学力調査等の結果からの考察や，今後の対応についてお聞きしたいです。 

課題として思考力・判断力・表現力と，数学の知識技能のところの２通りが大きく

課題として挙げられます。茨城県としては，やはり知識技能の方が少し低いというこ

とで，授業をするときに何を押さえてやるのかを学ぶ研修会を月１回，オンラインで

これからやるそうです。最近では，全国学力学習状況調査も学力診断のためのテスト

も全体としてすごく伸びていますが，伸びているせいで，標準偏差（平均からの散ら

ばり具合）が大きくなっています。平均が上がった事が原因で，下位の子と上位の子



 

 

 

小野口委員 

 

 

 

小野口委員 

 

石川室長 

が一つの教室に存在することになります。県の動向も見ながら，先生たちが疲弊して

しまわないよう，ＡＩを活用した授業も検討しており，個に応じた指導とＡＩを上手

に使い分けながら取り組んでいこうと思います。 

私は現場で見ていますが，先生方はＩＣＴを使って，一生懸命工夫してやっていま

す。現場は本当に悪戦苦闘していると思いますが，結果に結びつかない場合は，何か

原因があるでしょうし，ＩＣＴを使わなくてもいい場面で使っている場合もあるかも

しれません。 

時差出勤について，職員の声や実体、課題を明確にして，次回 10 月定例会あたり

で状況を教えてほしいです。 

時差出勤に関するところですが，７月１日に施行し，夏季休業に入る前に申請した

先生は市内全体で 17 人でした。市内の教職員が 200 人ぐらいいるとすると，10%程度

の利用で，そのほとんどが中学校の部活動でした。早朝の部活動と，ＰＴＡの集まり

を理由にしたものが夏休み中にありました。今後，この制度を継続して使いたいのか，

課題は何かということを調査しまして，10 月には報告できるようにしたいと思いま

す。 

 

 

≪公 開≫ 

 報告番号 10 その他 

 

 

【日程第４】 その他 

 

≪公 開≫ 

 (1) 次回教育委員会定例会の開催について 

 

（事務局） 次回教育委員会定例会の日程について説明 

 

（教育長） 次回定例会については，10 月 24 日に開催することとします。 

 

 

≪公 開≫ 

(2) その他 

 

 

閉 会 

教育長から閉会宣言がなされました。 

 


